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「災害発生時における河川災害等応急復旧に関する協定（案）」

に関する公募要領

「災害発生時における河川災害等応急復旧に関する協定（案）」（以下、｢応急復旧

協定｣という。）について、以下の通り令和７・８年度の応急復旧協定の締結希望者

を公募いたします。応急復旧協定の締結を希望される方は、以下の｢応急復旧協定（案）

締結説明書｣により、公募参加資格が確認できる申請書の提出をお願いいたします。

応急復旧協定（案）締結説明書

公募日

令和７年２月１７日

１． 協定概要

（１） 協定名

災害発生時における河川災害等応急復旧に関する協定（案）（別添－１）

（２） 協定区間

災害時における河川災害応急復旧を実施する区間は、一級河川土器川水系

土器川の

【左岸】丸亀市富士見町５丁目地先（土器川河口 距離標0k/000－600m）

～仲多度郡まんのう町炭所西地先（管理境界 距離標18k/800+50m）

【右岸】丸亀市土器町北２丁目地先（土器川河口 距離標0k/000m）

～仲多度郡まんのう町炭所西地先（管理境界 距離標18k/800+50m）

であり、別紙－１に表示する区間とする。

（３） 目的

地震、洪水等の異常な自然現象下において、香川河川国道事務所が管理する

河川において発生した災害の応急復旧に関し、これに必要な建設機械、資材、

労力等（以下「建設資機材等」という。）について、その確保及び動員の方法

を定め、もって災害の拡大防止と被災施設の早期復旧に期することを目的とす

る。

（４） 協定期間

令和７年４月１日から令和９年３月３１日までとする。

２． 公募参加資格

公募参加資格は、以下のとおりとする。

（１） 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第70条及び第71条の規定に該

当しない者であること。

（２） 四国地方整備局における令和５・６年度一般競争参加資格のうち、「一般

土木工事」に認定されている者であること及び令和７年４月１日時点におい

て、四国地方整備局における令和７・８年度一般競争参加資格のうち、「一
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般土木工事」に認定されている者であること（会社更生法（平成14年法律第

154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平

成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者につ

いては、手続開始の決定後、四国地方整備局長が別に定める手続に基づく一

般競争参加資格の再認定を受けていること。）。

（３） 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生

法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記（２）の再認定を

受けた者を除く。）でないこと。

（４） 平成２１年度以降に元請けとして、下記の条件を満足する施工実績を有す

ること。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20％以上の

場合のものに限る。

・築堤工事、護岸工事、根固・水制工事、河床整正工事、河川維持工事

なお、当該実績が大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事に係

る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書による評定点が６５点未

満のものを除く。

（５） 次に掲げる基準を満たす技術者を配置技術者（以下、｢配置技術者｣という）

として、配置できること。

① １級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であるこ

と。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。

・１級建設機械施工技士の資格を有する者

・技術士（建設部門、農業部門（選択科目を「農業土木」とするものに

限る。）、森林部門（選択科目を「森林土木」とするものに限る。）、

水産部門（選択科目を「水産土木」とするものに限る。）又は総合技

術監理部門（選択科目を「建設」、「農業－農業土木」、「森林－森林

土木」又は「水産－水産土木」とするものに限る。））の資格を有す

る者

・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者

② 配置技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

③ 上記①、②について確認出来る書類を添付すること。その添付がされな

い場合は、公募に参加出来ないことがある。

（６） 公募参加資格確認申請書（以下、「申請書」という。）及び公募参加資格

確認資料（以下、｢資料｣という。）の公募日から提出期限の日までの期間に、

四国地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領（昭和５９

年３月２９日付建設省厚第９１号。以下「指名停止措置要領」という。）に

基づく指名停止を受けていないこと。

（７） 丸亀市・坂出市・善通寺市・まんのう町・多度津町・琴平町・宇多津町・

綾川町に営業拠点（建設業法の土木一式工事の許可を有する本店、支店又は

営業所）を有すること。

（８） 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準
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ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が

継続している者でないこと。

３． 応急復旧協定締結者の決定に関する事項

（１） 応急復旧協定の締結は、２．に掲げる公募参加資格を満たしている者と行

うものとする。

（２） 選定、非選定の結果については、書面により通知する。なお、選定された

場合は、協定締結の依頼を併せて行うものとする。

（３） 選定にあたっては、営業拠点の位置、技術者等により選定する。

４． 担当部局

〒７６０－８５４６ 香川県高松市福岡町四丁目２６－３２

四国地方整備局 香川河川国道事務所 工務第一課

ＴＥＬ：０８７－８２１－１６１９

ＦＡＸ：０８７－８２１－１７１３

５． 公募参加資格の確認等

（１） 本公募の参加希望者は、２.に掲げる公募参加資格を有することを証明す

るため、次に掲げるところに従い、申請書（様式－１）及び資料を提出し、

担当官から公募参加資格の有無について確認を受けなければならない。

なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに公募参加資格がない

と認められた者は、本公募に参加することができない。

① 提出期間：令和７年２月１７日（月 ）から令和７年３月１４日（金）

までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前９時から

午後５時まで。

② 提出場所：４．に同じ。

③ 提出方法：申請書及び資料の提出は、持参又は郵送（書留に限る。必着

のこと。）とし、電送（ファクシミリ）によるものは受け付

けない。

（２） 資料は、次に掲げるところに従い作成すること。

なお、①施工実績については、平成２１年度以降に、工事が完成し、引渡

しが済んでいるものに限り記載することとし、「施工実績」（様式―２）に

記載する工事が、大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事である

場合にあっては、当該工事に係る工事成績評定通知書の写しを添付すること。

① 施工実績

２.（４）に掲げる資格があることを判断できる施工実績を様式－２に

記載すること。なお、記載する施工実績の件数は１件とする。

② 配置技術者

２.（５）に掲げる基準を満足する事が判断できる配置技術者の資格等

を様式－３に記載すること。

・応急復旧に際し、専任で配置予定の主任技術者又は監理技術者の候補

者を記載するものとする。

・様式－３の配置技術者は、最大２名まで記載することができる。なお、

申請書を確認する時点においては、専任、非専任の状況について問わ
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ないものとする。（ただし、実際に応急復旧協定に基づき工事請負契

約を行う際には、当該応急復旧に専任できる配置技術者を求めるもの

とする。）

③ 契約図書の写し

上記①の施工実績として記載した工事に係る契約図書の写し（施工実績

内容の確認できるものを提出すること。ただし、当該工事が、財団法人日

本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）」に

登録されており、施工実績内容が確認できる場合は、契約図書の写しを提

出する必要はない。

④ 資格等の写し

上記②の配置技術者に必要な資格・雇用関係等が確認できる資料の写し

を提出すること。

（３） その他

① 申請書（追加資料を含む）の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担

とする。

② 担当官は、提出された申請書（追加資料を含む）を、公募参加資格の確

認以外に提出者に無断で使用しない。

③ 提出された申請書（追加資料を含む）は返却しない。

６． 申請書の作成等に対する質問・回答

（１） 申請書の作成等に対する質問は、以下のとおり提出すること。

① 提出方法

質問書（様式自由）の提出は、持参、郵送、FAXによるものとする。

② 提出期間

令和７年２月１７日（月）から令和７年３月１０日（月）までの休日を

除く毎日、９時００分から１７時００分までとする。

③ 提出場所：４．に同じ。

（２） （１）の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧する。

① 閲覧期間

質問を受理してから適宜に、令和７年３月１４日（金）までの休日を除

く毎日、９時００分から１７時００分まで。

② 閲覧場所：４．に同じ。


